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■用語の定義  

 

 

Park-PFI ・ 平成 29 年の都市公園法改正により創設された、飲食店、売店等の公園利

用者の利便の向上に資する公募対象公園施設の設置と、当該施設から生ずる

収益を活用してその周辺の園路、広場等の一般の公園利用者が利用できる特

定公園施設の整備・改修等を一体的に行う者を、公募により選定する「公募

設置管理制度」のこと。  

・都市公園における民間資金を活用した新たな整備・管理手法として 

「Park-PFI」（略称：P-PFI）と呼称。  

 

＜P-PFI のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公募対象公園施設 ・ 都市公園法第 5 条の 2 第 1 項に規定する「公募対象公園施設」のこと。

飲食店、売店等の公園施設であって、法第 5 条第 1 項の許可の申請を行う事

ができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は管理を行う者

の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特

に有効であると認められるもの。  

例：カフェ、レストラン、売店、屋内子供遊び場等 

特定公園施設 ・ 都市公園法第 5 条の 2 第 2 項第 5 号に規定する「特定公園施設」の

こと。公園管理者との契約に基づき、公募対象公園施設の設置又は管理を行

うこととなる者が整備する、園路、広場等の公園施設であって、公募対象公

園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与

すると認められるもの。 



 

 

利便増進施設 ・ 都市公園法第 5 条の 2 第 2 項第 6 号に規定する「利便増進施設」の

こと。P-PFI により選定された者が占用物件として設置できる自転車駐車

場、地域における催しに関する情報を提供するための看板・広告塔。 

公募設置等指針 ・ P-PFI の公募に当たり、都市公園法第 5 条の 2 の規定に基づき、地方

公共団体が各種募集条件等を定めたもの。 

公募設置等計画 ・ 都市公園法第 5 条の 3 の規定に基づき、P-PFI に応募する民間事業者

等が公園管理者に提出する計画。  

設置等予定者 ・ 審査・評価により、最も適切であると認められた公募設置等計画を提出し

た者。  

認定計画提出者 ・ 公園管理者が都市公園法第 5 条の 5 の規定に基づき認定した公募設置

等計画を提出した者。 
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１．事業の概要  

（１）代官山公園と周辺エリアの現況 

代官山公園の名称の由来は古く、江戸時代の盛岡南部藩時代に田名部代官所が置かれていた場

所であり、代官所廃止後は学校や図書館の用地として利用され、教育拠点としての機能を担って

きた場所となっています。昭和 56 年より公園としての整備が進められ、中央部には江戸時代に植

えられた推定樹齢三百年の高野槇（こうやまき）をシンボルツリーとするように植栽や噴水等が

配置され、昭和 59 年より近隣公園として開設しています。 

 また、代官山公園がある田名部地区は、商業の中心として発展し、夏は下北最大の祭典である

田名部祭りが開催され毎年約 10 万人の観光客が訪れています。田名部神社周辺では飲食店が軒を

連ね、長年むつ市の賑わいと活力を牽引してきたエリアになっています。 

 

（２）代官山公園の課題 

近年の田名部地区は旧大畑線廃止による田名部駅の廃止、郊外への開発行為の増加、他地域で

のロードサイド型の大型店舗の立地により、来街者の減少や空き店舗・空き地が増加しまちの活

力・魅力が低下してきています。魅力低下は代官山公園にも影響し、公園で休息する人や遊ぶ子

供たちなど公園本来としての利用をする人の数は減り、日中でも閑散とした状況となっています。

また、経年による既存屋外トイレ等の公園施設の老朽化や、植栽の成長により公園への採光が入

りづらい状況となっているため、暗い公園のイメージになっています。公園として緊急避難場所

に指定されていますが、立地場所として小高い場所にあり入り口を示す看板等が無いことや、入

り口が一か所だけとなっていることもあり、最近では代官山公園を知らない方も多くなっていま

す。 

 

（３）代官山公園 Park-PFI 事業の目的 

本市では代官山公園や周辺エリアが抱える課題や、人口減少・少子高齢社会による様々な問題

にも対応しながら、公園等のインフラを活用し、利用する方やそこで活動する方とのコミュニケ

ーションにより空間を紡ぎ、創り上げていく『コミュニケーション・インフラ』の考え方のもと、

明るい未来を目指した公園づくりを進めていきます。 

そのために、本市では公募設置管理制度（Park-PFI）での民間主導による新たな公園の活用を

取り入れた賑わい空間の創出と合わせて、田名部地区の魅力向上を目的とした、都市再生整備計

画に基づく市による公園の基盤整備を実施します。基盤整備の内容としては、恐山街道側から公

園利用者が徒歩と車で入ることができる園路整備と下水道接続工事や案内サイン設置など、公園

の利便性が向上する整備を予定しています。 
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また、Park-PFI での代官山公園リニューアルを核にこれからの田名部地区のリノベーション

（新しい利用方法）についても、公募される民間事業者の方や公園を利用される方と一緒に見つ

けながら、公園での楽しさやそこから生まれる賑わいや新しい魅力を発信し、田名部地区への活

力として波及していくことを期待しています。 

 

（４）代官山公園の諸元 

所 在 地：青森県むつ市小川町二丁目地内  

公園種別：近隣公園 

公園面積：約 1.1ha  

区域区分：非線引き都市計画区域  

用途地域：第一種中高層住居専用地域 

休 園 日：なし  

地域防災計画での位置付け：指定緊急避難場所  

（５）事業範囲  

  事業者には、代官山公園において、以下の業務を行っていただくことを想定しています。  

① 公募対象公園施設の設置及び管理運営業務  

② 公園全体の清掃等の維持管理業務 

③ 特定公園施設の設計業務（公募内容から変更・追加される場合の設計変更等を含む） 

④ 特定公園施設の建設業務 

⑤ 特定公園施設の譲渡業務（市へ引き渡し） 

⑥ 特定公園施設の管理運営業務 

  

（６）事業の流れ  

下記の①～⑨の流れで進めて行くこととなります。  

①  設置等予定者の選定  

本市は、応募者が提出した公募設置等計画の審査を行い、設置等予定者を選定します。 

  

②  公募設置等計画の認定  

本市は、公募設置等予定者の提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指

定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をします。また、本市は、当該認定をした日、

認定の有効期間、公募対象公園施設の場所を公示します。  

公募設置等計画の認定後、設置等予定者は認定計画提出者となります。  
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③  基本協定の締結  

認定計画提出者は、公募設置等計画に基づき、本市との間で、協議の上、事業実施条件や認 

定計画提出者の権利・義務等を定めた「基本協定」を締結します。 

  

④  特定公園施設建設・譲渡契約の締結  

公園管理者（むつ市）と認定計画提出者間で、特定公園施設の譲渡に関する契約を締結します。  

  

⑤  公募対象公園施設・特定公園施設の設置に関する許可  

認定計画提出者には、都市公園法第 5 条に基づく設置管理許可のより、公募対象公園施設・ 

特定公園施設の整備を行っていただきます。  

公募対象公園施設、特定公園施設の整備に関する公園使用料は免除とします。 

  

⑥  特定公園施設の設計・建設、市への譲渡  

特定公園施設に係る設計及び建設は、一旦、認定計画提出者の負担において実施していただき、

整備完了後、本市が建設費用を負担し、譲渡契約書に基づき当該特定公園施設を取得します。  

 工事完了の期限については、令和 3 年 4 月とします。ただし、やむを得ない場合については、

期限を延長することも可能です。  

  

⑦  公募対象公園施設の管理運営  

認定計画提出者には、都市公園法第 5 条に基づく設置管理許可により、公募対象公園施設の維

持管理及び運営を行っていただきます。  

  

⑧  特定公園施設の管理運営    

全ての特定公園施設の引き渡し後において、都市公園法第 5 条に基づく設置管理許可により、

認定計画提出者に特定公園施設の維持管理（清掃等の日常の管理。なお、老朽化や原因者が不明

などによる構造物等の修理については市が行います。）及び運営（イベント（収益事業）の実施、

来場者の管理）を行っていただくことを予定しています。  

  

⑨  利便増進施設の設置、管理運営（認定計画提出者の任意）  

  認定計画提出者が認定計画に基づき設置する利便増進施設は、都市公園法第 6 条に基づく占用

許可により設置し、認定計画に基づいた管理運営を行っていただきます。  

  

（７）その他  

①  公園イベント使用料  

公園内におけるイベント並びに公募対象公園施設を除く周辺での行為許可に伴う公園使用料は、
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免除とします。 

 

②  周辺工事との調整事項  

別途、公園基盤整備との工程調整、安全管理を図りながら公募対象公園施設・特定公園施設の

整備を行っていただきます。 
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２．公募対象公園施設等の設置に係る事項 

（１）公募対象公園施設の種類  

  公募対象公園施設は、都市公園法第 5 条の 2 第 1 項及び都市公園法施工規則第 3 条の 2 に規定

されている休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設、展望台又は集会所であって、

当該施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができるものが対象と

なります。 

今回の代官山公園では、田名部まちなか地区の魅力向上と公園内での賑わいの創出と交流（コ

ミュニケーション）に資する収益施設を提案してください。なお、既存屋外トイレなどの公園施

設を公募対象公園施設と合わせて活用をすることも可能です。 

下の表を参考に該当になる施設の中から公募対象公園施設の提案をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「都市公園の質の向上に向けた Park-PFI 活用ガイドライン」国土交通省都市局公園緑地課・景

観課）より引用 

 

（２）整備に関する条件  

  参考資料 1「代官山公園配置図」に示す公募対象公園施設設置可能区域内、適当な場所を提案

してください。  
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① 公募対象公園施設の設計・建設について 

・ 施設のデザインは代官山公園や田名部固有の伝統や歴史を踏まえ、周辺環境との調和が図ら

れた落ち着いた色調のものとし、景観形成に関する考え方を示して提案をしてください。施

設のデザインや景観形成に関する内容については、提案内容を本市と協議した上で変更をし

ていただくこともあります。 

・ 公募対象公園施設の設計にあたっては、認定計画提出者は、ユニバーサルデザイン及びバリ

アフリーに配慮し、公園利用者が安全で快適に利用できる施設としてください。 

・ 公募対象公園施設の規模、数量、配置等は、認定計画提出者の提案によりますが、認定計画

提出者の負担にて整備してください。 

・ 公募対象公園施設に必要な給水、電気等のインフラ設備に関しては、既設引き込みの容量等

に支障がない場合は、分岐できるものとします。なお、分岐した場合は、子メーターを設置

し、当該公募対象公園施設の使用料を区分できるようにしてください。各インフラ管理者と

協議が必要な場合は、認定計画提出者にて協議を行うものとします。 

・ 公募対象公園施設の整備にあたっては、都市公園法、建築基準法、消防法、むつ市公園条例

他関係法令等を遵守し、関係機関等への届出や検査などの必要な手続きを遅滞なく行ってく

ださい。 

・ 本公園は田名部館遺跡に指定されているため、文化財保護法に基づき、本市教育委員会生涯

学習課に届出が必要です。届出内容によっては、確認調査が必要になる場合があります。確

認調査が必要となった場合は認定計画提出者の負担において実施してください。なお、代官

山公園として整備が完了している箇所については調査が済んでいます。 

・ やむを得ない理由により、提案内容を変更する必要が生じた場合は、本市と協議の上、提案

趣旨を逸脱しない範囲で変更できるものとします。 

・ 施設や夜間照明等の配置については、公園の安全性に配慮した計画としてください。 

・ 室外機、設備機器、自動販売機等を設置する場合は、周囲との調和に配慮してください。 

・ ゴミ集積スペースを確保する場合は、公園区域内に整備してください。 

・ 営業を終了する場合や許可期間が満了する際は、認定計画提出者の責任及び負担において、 

原状回復することを基本とします。ただし、回復内容については本市と協議し、決定するも 

のとします。 

・ 認定計画提出者は公募対象公園施設の設計図書、工事工程表を本市に提出し、内容について

承諾を得る必要があります。なお、設計の内容が提案内容と相違する場合、修正を求める場

合があります。 

・ 公募対象公園施設の設計及び工事の一部を第三者に委託又は請け負わせる場合は、事前に本

市の承諾を得てください。 

・ 認定計画提出者は、工事着手前に、必要書類を添付の上、公園施設設置管理許可申請を行い、

公園管理者の許可を得る必要があります。その際、工事現場の施工管理等を行う工事責任者

を設置し、本市に書面で報告してください。 
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・ 整備にあたっては、公園利用者各動線の機能性及び安全性に配慮してください。  

・ 認定計画提出者は、施設が設計図書に従い整備されていることを確認するための社内検査を

実施してください。 

 

② 建物の建蔽率  

設置可能区域（屋外）に公募対象公園施設として建築物を設置する場合の条件 

建築可能面積（上限） 1,320 ㎡ 

 （建築可能面積の上限 公園面積 1.1ha(11,000 ㎡) × 建蔽率 12％） 

 

③ 公募対象公園施設の管理運営について 

・ 公園利用者が利用しやすく、安全・安心に配慮した管理・運営とし、持続的に運営可能な事

業計画を提案してください。 

・ 高齢者や子ども連れ、障がい者及び要介護者の方々の利用にも配慮してください。 

・ 円滑な管理運営が可能な従業員の配置体制としてください。また、地震・火災等災害発生時

の危機管理に対応した配置体制としてください。 

・ 営業時間については原則制限しませんが、周辺環境に配慮した時間を設定してください。 

・ アルコール類の販売は、公園内での販売は可能としますが、自動販売機による販売は認めら

れません。 

・ 施設の運営に必要なインフラ（電気、ガス、上下水道）の使用料は、認定計画提出者の負担

とします。 

・ 運営状況等について定期的に本市に報告してください。 

・ 施設の維持管理、火災保険、建物保険等の加入、各種保守点検について適切に実施してくだ

さい。 

・ 公募対象公園施設の業種や業態、入店するテナント等の運営内容については、本市と協議の

上、承諾を得てください。なお、公募対象公園施設を第三者に使用させる場合は、認定計画

提出者とテナント等の賃借人で借地借家法に基づく契約を締結してください。 

 

（３）設置又は管理の開始の時期  

  公募対象公園施設、特定公園施設の設置管理許可（営業）は現場の状況や整備着手時期等を本

市と協議した後に定めるものとします。  

  

（４）公募対象公園施設の使用料の額の最低額  

  公募対象公園施設の使用料の最低額は以下のとおりです。年間使用料及び対象面積を提案して 

ください。  
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公募対象公園施設の使用料の下限 384 円／㎡・年（非課税） 

  ただし、設置許可期間内において、提案された使用料が条例改正により条例で定める額を下回 

る場合には、条例で定める使用料が適用されます。  

  

（５）特定公園施設の設置等に係る事項  

公募対象公園施設と連動性が図られ、公園利用者の利便性が向上する特定公園施設の整備をし

てください。整備後は本市へ譲渡していただきます。また、設置対象地は、公募対象施設と同様

の区域となります。 

 

① 特定公園施設の設計・建設について 

・ ご提案いただく特定公園施設の整備内容は、公園施設に該当するもので公募対象公園施設と

の効率的な整備が図れるものであれば応募者の自由提案とします。 

・ 既存の老朽化した屋外トイレや既存公園施設の改修及びリノベーションも可能です。 

・ 施設のデザインは代官山公園や田名部固有の伝統や歴史を踏まえ、周辺環境との調和が図ら

れた落ち着いた色調のものとし、景観形成に関する考え方を示して提案をしてください。施

設のデザインや景観形成に関する内容については、提案内容を本市と協議した上で変更をし

ていただくこともあります。 

・ 公園利用者各動線の機能性及び安全性に配慮してください。 

・ 特定公園施設の整備にあたっては、都市公園法、建築基準法、消防法、むつ市公園条例他関

係法令等を遵守し、関係機関等への届出や検査などの必要な手続きを遅滞なく行ってくださ

い。 

・ 本公園は田名部館遺跡に指定されているため、文化財保護法に基づき、本市教育委員会生涯

学習課に届出が必要です。届出内容によっては、確認調査が必要になる場合があります。確

認調査が必要となった場合は認定計画提出者の負担において実施してください。なお、代官

山公園として整備が完了している箇所については調査が済んでいます。 

・ 特定公園施設の設計にあたっては、認定計画提出者は、ユニバーサルデザインに配慮すると

ともに、バリアフリーについては、むつ市特定公園施設の設置に関するバリアフリー化基準

を定める条例に基づいた計画としてください。また、都市公園技術標準解説書等各種の技術

基準を参考に設計を行ってください。 

・ 特定公園施設の工事については、以下の技術基準等に従って実施してください。  

・青森県県土整備部制定「土木工事共通仕様書」（令和元年 10 月 1 日以降適用）  

・青森県県土整備部制定「共通特記仕様書」（令和元年 10 月 1 日以降適用）  

・青森県県土整備部制定「共通仕様書（土木工事参考資料）」（令和元年 10 月 1 日以降適用） 

これらに定めのない事項については、本市と協議のうえ、適切に施工してください。  

・ 環境負荷低減、建物リサイクル等環境保全に配慮した提案としてください。  
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・ 認定計画提出者は、工事着手前に、必要書類を添付の上、公園施設設置管理許可申請を行い、

公園管理者の許可を得る必要があります。その際、工事現場の施工管理等を行う工事責任者

を設置し、本市に書面で報告してください。 

・ 認定計画提出者は、施設が設計図書に従い整備されていることを確認する社内検査を実施し

てください。 

 

② 市による特定公園施設の整備費用の負担  

・ 特定公園施設の整備に要する費用は、公募対象公園施設及び利便増進施設等から見込まれる

収益等を充てることとし、また、本市からの負担金を費用の一部にすることもできます。応

募者は、本市に整備に要する費用の負担を求める場合は、その金額を提示してください。 

・ 公募対象公園施設と一体の建築物として、トイレ等の特定公園施設を整備し供用とする場合

は、整備費用は市が支払う負担金の対象となりませんので、ご留意ください。 

・ 市が負担する費用の上限額は以下のとおりとします。  

 

市が負担する費用の上限額 10,000 千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

・ 市が定める負担金の上限額を下回る整備のご提案をすることも可能です。 

・ 市が負担する額が、特定公園施設の整備に要する費用（積算額）に対して 9 割未満であるこ

ととします。また、認定計画提出者との設計協議を経て、最終的な計画内容とその整備費内

訳を提出いただき、市が金額を精査したうえで、市と認定計画提出者で協議し決定するもの

とします。 

・ 特定公園施設の整備着手後、必要があると認められる場合には、市の承諾を得たうえで計画

内容を変更することができます。但し、原則として、市が負担する額は内容の変更により金

額が増加した場合においても建設・譲渡契約時の金額を上回ることはできません。 

・ 本事業に際して、特定公園施設の整備に要する費用のうち、市が負担する額に対しては「官

民連携型賑わい拠点創出事業（社会資本整備総合交付金）」を活用して国からの支援を受ける

予定としておりますので、本市が求める整備費内訳書等の関連資料を提出してください。  

  

（６）利便増進施設の設置に関する事項  

① 利便増進施設の設置について  

利便増進施設を設置する場合は、設置する施設の種類、規模、設置場所等を提案してください。

設置できる施設は、自転車駐車場、地域における催しに関する情報提供のための看板・広告塔で

す。  

 

② 利便増進施設を設置する場合の占用料  
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    利便増進施設を設置する場合の占用料は以下のとおりです。  

占用料 384 円／㎡・年（非課税） 

（７）都市公園の環境の維持及び向上措置を図るための清掃その他の措置  

① 公園内の清掃等に関する事項  

整備後の公園内について、認定計画提出者の負担で清掃等の日常的な維持管理を行っていただ

くこととしており、適正な維持管理の内容についてご提案ください。 

  

② 特定公園施設の管理運営に関する事項  

全ての特定公園施設の引き渡し後において、都市公園法第 5 条に基づく設置管理許可により、

認定計画提出者に特定公園施設等の維持管理及び運営を行っていただくことを予定しています。 

 

③ 特定公園施設等の管理運営費用の負担  

管理運営費用は、公募対象公園施設及び公園内でのイベントの収益等により賄ってください。  

  

（８）認定の有効期間  

  公募設置等計画の認定の有効期間は、公募設置等計画の認定日から 20 年を上限とします。  

なお、公募対象公園施設の設置管理許可期間は、許可日から 20 年を上限としますが、当該期間

内に認定計画提出者から設置管理許可の更新の申請があった場合は、延長期間が 10 年以内（更

新も含む）で許可を与えることとします。ただし、設置管理許可期間には、公募対象公園施設の

設置や撤去（原状回復）の期間も含みます。  

  また、公募設置等計画の認定の有効期間終了後の、公募対象公園施設の撤去（原状回復）につ

いては、協議することを想定しています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

３．公募の実施に関する事項等  

（１）公募への参加資格    

① 応募の制限  

    次の項目のいずれかに該当する方は、応募することができません。  

ア  会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て、破産法（平成 16 年法律第 75 号）

に基づく破産の申立てを受けている法人  

イ  当該法人の設立根拠法に規定する解散または精算の手続きに入っている法人  

ウ  地方自治法施行令第 167 条の 4 に該当する法人  

エ  最近の 2 年間において、法人税、本店所在地の法人市町村税、固定資産税、消費税及び地方

消費税の滞納のある法人（徴収猶予を受けているときは滞納していないものとみなします。）  

オ  むつ市暴力団等排除措置要綱第 2 条に規定する暴力団排除措置の対象である法人 

カ  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 6 号

に規定する暴力団員がその役員となっている法人  

  

② 応募者の資格  

ア  応募者は法人（以下「応募法人」という。）又は法人のグループ（以下「応募グループ」とい

う。）に限ります。  

イ  グループで応募する場合は、公募対象公園施設を設置し、かつ所有する法人として、代表法

人（他の法人は構成法人とする。）を定めてください。  

ウ  応募法人又は応募グループを構成する代表法人及び構成法人（以下「応募法人等」という。）

は、直近決算において債務超過でないこととします。  

エ  応募法人等の内で、特定公園施設の管理・運営業務を実施する法人を定めてください。 

オ  応募法人等の内で、公募対象公園施設及び特定公園施設の設計及び監理を実施する法人を 1 

社以上定めてください。当該法人は、建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条の規定

に基づく一級建築士事務所の登録を行っていることとします。但し、提案内容によっては一級

建築士事務所の登録を不要とする場合があります。 

カ  応募法人等の内で、公募対象公園施設及び特定公園施設の建設業務を実施する法人を 1 社以

上定めてください。当該法人は、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条第 1 項の規

定に基づく、「土木一式工事」及び「建築一式工事」につき特定建設業の許可、又は提案内容

に必要な各種許可を受けていることとします。但し、建設業務の一部を第三者に請け負わせる

場合は工事請負契約を締結し、有資格者の工事責任者を定め、施工体制台帳等を作成の上、設

置管理許可を受けることとします。 

キ  代表法人は公募対象公園施設の整備及び特定公園施設の整備・譲渡について、当該業務を遂
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行する責務を負うこととします。  

  

③ 応募条件  

・  応募法人は、他の応募グループの代表法人又は構成法人となることはできません。  

・  同時に複数の応募グループにおいて、応募グループの代表法人又は構成法人となることはで

きません。  

  

（２）設置又は管理の許可  

  本市は、選定した認定計画提出者と基本協定書を締結の上、細目協議を行います。協議が成立 

し、公募対象公園施設及び特定公園施設の設計内容を承諾した後、都市公園法第 5 条第 1 項に

基づき、認定計画提出者は公園施設の設置管理許可申請を行い、設置管理許可を受けてください。  

  なお、公募対象公園施設や特定公園施設での運営、維持管理を他者に応募者の管理のもと委託 

し実施することは設置管理許可のもと可能です。  

（３）提供情報  

  公募設置等計画の作成にあたっては、以下の資料を参照してご提案ください。  

  

  参考資料 1：代官山公園配置図 

参考資料 2：公園基盤整備イメージ図 

参考資料 3：田名部まちなか地区都市再生整備計画 

 

（４）事業破綻時の措置  

  認定された公募設置等計画の有効期間内に認定計画提出者による事業が破綻した場合、都市公

園法第 5 条の 8 に基づき、認定計画提出者は本市の承認を得て、別の民間事業者に事業を承継

させることとします。  
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４．公募の手続きに関する事項等  

（１）日程  

項 目 時 期 

公募設置等指針の交付 令和 2 年 3 月 16 日（月）～ 3 月 27 日（金） 

質問書受付 令和 2 年 3 月 16 日（月）～ 3 月 27 日（金） 

質問書回答 令和 2 年 3 月 30 日（月）までに回答 

公募設置等計画の受付 令和 2 年 4 月 1 日（水）～ 5 月 22 日（金） 

選定委員会 令和 2 年 6 月上旬 

公募設置等予定者の通知 令和 2 年 6 月上旬 

公募設置等計画の認定 令和 2 年 6 月中旬 

基本協定締結 令和 2 年 6 月下旬 

認定計画提出者による設計 令和 2 年 7 月～10 月 

認定計画提出者による工事 令和 2 年 10 月 1 日（月）～令和 3 年 4 月末 

供用開始 任 意 

 

（２）応募手続き  

① 公募設置等指針の交付  

    公募設置等指針については、以下の場所で配布します。なお、本市ホームページからのダウ

ンロードも可能です。  

        配布場所：むつ市 都市整備部 都市計画課  

  

② 公募設置等指針に対する質問及び回答  

本指針の内容に関して質問がある場合は、以下のとおり質問書を提出してください。  

回答内容については、本指針と同等の効力を持つものとします。  

使用様式：様式 1「質問書」  

提出方法：電子メール  

※件名は「代官山公園 Park-PFI に関する質問」と記載してください。  

アドレス：toshikeikaku@city.mutsu.lg.jp    

提 出 先：むつ市 都市整備部 都市計画課  

回答方法：質問書を提出された方への回答のほか、本市ホームページにおいて、全ての質問

及び回答を公表します。  
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③ 公募設置等計画等の受付  

公募設置等計画等を以下のとおり受け付けます。  

公募設置等計画等は、以下の注意事項及び公募設置等計画等関係書類一覧に従って提出して

ください。なお、受付期間内に受付場所に到達しなかった公募設置等計画は受理しません。  

使用様式：「公募設置等計画等関係書類一覧」の通り（指定のないものは任意様式）  

受付場所：むつ市 都市整備部 都市計画課  

              住  所：〒035-8686  青森県むつ市中央一丁目 8 番 1 号  

提出方法：受付場所へ持参又は郵送  

          

＜公募設置等計画等作成の注意事項＞  

・  公募設置等計画等の提出は 1 応募法人（1 応募グループ）1 提案とします。  

・  公募設置等計画等関係書類の言語は日本語、単位はメートル法、通貨は日本国通貨を使用し

てください。  

・  関係法令及び条例を遵守し、かつ本指針に記載された条件を満足するとともに、関係機関へ

必要な協議確認を行った上で公募設置等計画等関係書類を作成してください。  

・  公募設置等計画等関係書類の作成及び提出に必要な諸費用は、応募者の負担とします。  

・  公募設置等計画等関係書類の提出後の変更は認めません。  

・  必要に応じて公募設置等計画等関係書類一覧に記載以外の書類の提示を求める場合がありま

す。  

・  「5．公募設置等計画」は 1～4 と別葉とし、A3 判横書き、左綴じとし、ページを付して提

出してください。  

・  明確かつ具体的に記述してください。分かりやすさ、見やすさに配慮し、必要に応じて図、

表、写真、スケッチ等を適宜作成して構いません。  
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公募設置等計画等関係書類一覧 

提出書類 様式 
提出部数 

正 副 

1．応募申込書 様式  1 部 1 部 

2．誓約書 様式 1 部 1 部 

3．応募制限関連書類（応募グループにあっては、代表法人及び構成

法人のすべてについて提出） 

－ － － 

（1）定款又は寄付行為の写し － 1 部 1 部 

（2）法人登記簿謄本及び印鑑証明 － 1 部 1 部 

（3）役員名簿 － 1 部 1 部 

（4）法人税、法人市町村税、固定資産税、消費税及び地方消費税納

税証明書  ※未納がない証明でもよい。  

－ 1 部 1 部 

（5）財務諸表「貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書（純

資産変動計算書）、キャッシュ・フロー計算書（作成している法人の

み）、注記等」（直近 3 年間）の写し  

※有価証券報告書を提出している場合は該当箇所の写しでもよい。  

※連結財務諸表作成会社については、連結財務諸表、単体財務諸表 

－ 1 部 1 部 

（6）事業報告書・事業計画書等 

※有価証券報告書を提出している場合は該当箇所の写しでもよい。  

－ 1 部 1 部 

（7）財務状況表 － 1 部 1 部 

4．応募資格関係書類（該当する法人について提出） － － － 

（1）一級建築士事務所登録を証する書類の写し － 1 部 1 部 

（2）設計・監理実績を証する書類 － 1 部 1 部 

（3）特定建設業許可又は各通知書の写し － 1 部 1 部 

5．公募設置等計画 － － － 

（1）事業の概要 

① 事業の実施方針 

② 事業実施体制 

③ 施設の配置計画 

④ 施設の管理運営計画 

－ 1 部 1 部 

（2）設置又は管理の概要  

① 公募対象公園施設の設置の目的  

② 公募対象公園施設の種類、場所  

③ 公募対象公園施設の設置の期間 

－ 1 部 1 部 

（3）公募対象公園施設の構造、施工計画等  － 1 部 1 部 
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① 公募対象公園施設の構造（建築概要）  

② 公募対象公園施設の工事実施の方法  

③ 公募対象公園施設の工事の時期   

④ 建築一般図（配置図、各階平面図、立面図、断面図等） 

⑤ イメージパース（外観パース、内観パース）。  

なお、④及び⑤は設置イメージに近似する写真・画像で代用すること

も可。  

（4）公募対象公園施設の使用料の額（最低限度額以上に設定するこ

とも可。） 

－ 1 部 1 部 

（5）特定公園施設の建設に関する事項  

① 特定公園施設の建設内容（参考図から変更がある箇所）  

② 特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法（融資などに

関する事項）  

－ 1 部 1 部 

（6）都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置  

      ①管理運営計画  

－ 1 部 1 部 

（7）資金計画及び収支計画 － 1 部 1 部 

 

（３）事務局  

むつ市  都市整備部  都市計画課  コンパクトシティ推進室  

住  所：青森県むつ市中央一丁目 8 番 1 号  

    電  話：0175-22-1111（内線 2743）  

    メールアドレス：toshikeikaku@city.mutsu.lg.jp  

  

（４）受付時間  

  公募設置等計画等の受付を含め、すべての事務取扱は、午前 9 時から正午まで及び午後 1 時

から午後 5 時までとします。土・日曜・祝祭日は休業となります。  

  

（５）審査方法等  

①  審査の流れ  

以下の手順に従って審査します。  

ア  第一次審査  

  提出されたすべての公募設置等計画等について、都市公園法第 5 条の 4 第 1 項に基づき、以

下の点について審査します。また、必要に応じてヒアリングを行うこととします。  
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ａ  参加資格の確認  

応募者が、資格等を満たしているかを審査します。  

  

ｂ  法令遵守に関する審査  

公募設置等計画等の内容が法律、条例等に違反していないことを審査します。  

  

ｃ  本指針に照らし適切なものであることの審査  

公募設置等計画等が本指針に照らし、適切なものであることを審査します。審査の内容は 

以下のとおりです。  

・公募設置等計画が、本指針で示した目的や場所等と適合していること  

・記載すべき事項が示されていること  

・認定期間中の建設・運営の確実性が、提出された客観的な資料により見込めること  

 

イ  第二次審査  

  第一次審査を通過した提案について、「代官山公園 Park-PFI  公募設置等予定者選定委員会」

（以下「選定委員会」という。）において、③で示す評価の基準に沿って審査します。  

  

② 選定委員会  

本市は公募設置等計画の審査にあたり、選定委員会を設置します。  

  選定委員会では、応募者から提出された公募設置等計画について③の評価項目、内容に基づき

審査を行い、最優秀提案及び次点提案を選定します。  

なお、審査の結果によっては、最優秀提案、次点提案の一方又は両方について、該当案なしとす

る場合があります。  
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③ 評価の基準  

  本市は、提出された公募設置等計画について、以下の評価項目案に沿って評価を行うこととし

ます。  

＜評価の項目、内容＞ 

評価項目 評価の視点 配点 

事業の実施方針 当該都市公園の特性等を踏まえた事業運営の基本的考え方

について評価する。 

10 

地域との連携方針について評価する。 

事業実施体制 応募法人等の役割分担・実績・財務健全性について評価する。 10 

業務の実施体制、緊急時の連絡体制、人員の配置について評

価する。 

施設の整備計画 公園利用者の利便の向上に資する施設整備計画について評

価する。 

20 

景観、バリアフリー等への配慮について評価する。 

特定公園施設の建設に係る品質確保について評価する。 10 

施設の管理運営計画  

 

公園利用者の利便の向上に資する管理運営計画について評

価する。 

20 

災害発生時の対応など安全・安心に配慮した管理計画につい

て評価する。 

10 

事業計画 持続的な資金計画、収支計画について評価する。 10 

事業撤退等に至ると想定されるリスクと対応方針について

評価する。 

価額審査 特定公園施設の建設に要する費用のうち、本市が負担する額

について評価する。 

10 

公募対象公園施設に係る使用料の額について評価する。 

 

④ 結果通知 

選定結果は、速やかに応募法人及び応募グループの代表法人に文書にて通知することとし、電

話等による問い合わせには応じません。また、選定結果は本市ホームページで公表します。  

  

（６）公募設置等予定者等の決定  

本市は、選定された最優秀提案を提出した応募法人等を公募設置等予定者として、また、次点

提案を提出した応募法人等を次点者として決定します。本市が公募設置等予定者の提出した公募

設置等計画の認定に至らなかった場合、あるいは公募設置等予定者と基本協定を締結するに至ら

なかった場合は、次点者が公募設置等予定者としての地位を取得します。  



 

19 

 

なお、審査の結果によっては、公募設置等予定者、次点者の一方又は両方について、該当者な

しとする場合があります。  

  

（７）公募設置等計画の認定  

  本市は、公募設置等予定者が提出した公募設置等計画を認定します。これにより、公募設置等

予定者は認定計画提出者となります。  

  

（８）契約の締結等  

① 基本協定  

本市は、認定計画提出者と本事業の実施に関する基本的事項を定めた基本協定を締結します。 

  

② 設置管理許可 

認定計画提出者は、本施設の工事着手前に、公募対象公園施設の設置管理許可を得る必要が 

あります。  

  

③  特定公園施設建設・譲渡契約  

認定計画提出者は、本施設の整備着手前に、本市と「特定公園施設建設・譲渡契約」を締結 

します。 

（９）法規制等  

・  提案内容は、都市公園法、むつ市都市公園条例、建築基準法、消防法、その他各種関係法令 

等を遵守してください。  

・  事業の実施に当たり必要な許認可の取得や手続きについては、事業者の負担により実施して

ください。  

 

 


